
65歳になったら老齢基礎年金年金
だより 長崎北年金事務所　☎861-1354 　長崎南年金事務所　☎825-8701

健康保険課年金係　☎801-5821
問

年金生活者支援給付金：専用ダイヤル　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）問

対 (1)老齢基礎年金を受給している65歳
以上の方で、以下の要件をすべて満
たしている方
・世帯員全員の市町村民税が非課
税である
・年金収入額とその他所得額の合
計が約87万9千円以下である

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給
している方で、前年の所得額が約
472万円以下の方

申

　老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間（保険料免除期間などを含む受給資格期間）が10年以上
ある方が、原則として65歳になってから受給できるものです。20歳～60歳になるまでの40年間納付し
た場合に、満額の老齢基礎年金（令和5年度は67歳以下の方が795,000円、68歳以上の方が
792,600円）を受給できます。
 年金を受けるために必要な期間（受給資格期間）
①国民年金の保険料を納付した期間
②国民年金の保険料の免除などを受けた期間（注１）
③昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
④第３号被保険者であった期間
⑤合算対象期間（カラ期間）（注２）

　注１：４分の３免除、半額免除、４分の１免除の承認を受けた期間は、それぞれ４分の１納付、半額
　　　  納付、４分の３を納付しないと未納扱いとなり受給資格期間には含まれません。
　注２：老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、受給資格期間に反映される期間です。

例えば、昭和36年4月～昭和61年3月までの期間で、厚生年金保険等加入者の配偶者で任意
加入しなかった期間（20歳以上60歳未満の期間に限る）、また、昭和36年4月～平成3年3月
までの期間で、任意加入対象であった学生が任意加入しなかった期間（20歳以上60歳未満
の期間に限る）などがあります。

　公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上
乗せして支給されるものです。ご案内や事務手続きは日本年金機構（年金事務所）が行います。

年金生活者支援給付金制度をご存知ですか？

①新たに年金生活者支援給付金を受給される方
　対象者には、日本年金機構から請求手続きのご
　案内が9月初旬以降、順次送付されます。同封の
　簡易請求書（はがき型）を提出してください。

②年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市
　区町村で請求手続きをしてください。
　※なお、現在受給中で、今年度も引き続き支給要
　　件に該当する方は、原則手続きは不要です。

これらを通算して
10年以上

「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を
聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。年金生活者支援給付金の
ご請求でお困りになったときは上記専用ダイヤルへお電話ください。

のくらし　情報
Information Board

のInformation Board問 問合せ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき
料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他

くらし　情報

ご存じですか？障害者福祉医療費助成制度

健康・福祉・介護

問 福祉課障害者福祉係　☎801-5827

　障害者福祉医療費助成制度とは、障害者である支給対
象者が、医療機関などで受診された際、支払われた保険診
療金額について、その一部を助成する制度です。
　医療機関などの領収書を福祉医療費支給申請書に添え
て役場福祉課に提出すると、助成額を計算し、登録された
銀行口座に助成額を振り込みます。助成を受けるために
は、福祉課で認定手続きが必要です。
※令和5年4月以降については、こども医療費の対象者拡
　大に伴い、18歳に達した日の年度の3月31日までは、こ
　ども医療費の対象となります。

●障害者福祉医療費支給対象者（所得制限有）
・身体障害者手帳１級～３級、療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１また
　は精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
・特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方

★障害者福祉医療費受給者は、毎年９月末までに更新の
　手続きが必要です。受給者には、８月下旬に更新の書類
　を送付しています。

●助成内容（障害の等級などで助成内容が異なります）
・身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２、精神障害
　者保健福祉手帳１級をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、
自己負担金額を超えた場合にその差額を支給。（※精神障
害者保健福祉手帳１級をお持ちの方については通院のみ
が対象）
・身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ１、特定疾患医療受給
　者証をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自
己負担金額を超えた場合にその差額の1/2を支給。（※特定
疾患医療受給者証をお持ちの方については入院のみが対象）

福祉医療における自己負担金額
（医療機関ごとに発生。調剤薬局は自己負担なし）
・１つの医療機関に月１日のみ
通院(入院)した場合・・・・・・   800円
・１つの医療機関に月２日以上
通院(入院)した場合・・・・・・1,600円

消費者
注意報

台風シーズン到来
住宅の「点検商法」に注意!!

●事業者が自宅に訪問してきて「瓦が傷んでいるようなので点検しましょうか」と屋根に上がり、撮影したと
いう映像などを見せられ「このままでは雨漏りするのですぐに工事した方がいいですよ」と契約書にサイン
をさせられた。その後、工事代１２０万円の見積書を渡されたが、「支払えない」と解約を申し出たものの、
既に材料を発注していると言って応じてくれない。

相談事例

　事例のような訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフが可能で
す。期間を過ぎても契約解除ができるケースもあります。
　対応に困ったときは長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。

クーリングオフ

●台風通過直後など「無料で点検します」と訪問してくる事業者には特に注意しましょう。
●点検を依頼する場合は点検後の映像などを見せられても、事業者の話をうのみにせず
本当に自宅のものか冷静に確認しましょう。
●事業者から契約をせかされてもその場で契約せず、複数の事業者から見積もりをとって
比較したり、家族や周囲の人にも相談してみましょう。
●役場の関係者を名乗り訪問してきた場合は、その役場に電話して確認しましょう。

トラブル防止のポイント

　間もなく大雨や台風シーズンが到来します。特に台風通過による暴風雨被害として、屋根瓦の損壊、床下浸水、
排水管の故障など様々なトラブルに見舞われがちです。このような時期に「無料で点検する」などと言って業者が
家を訪問し、「修理しないと大変なことになる」などと消費者の不安をあおり高額な工事を契約させる、いわゆる
「点検商法」の手口に注意する必要があります。

問 長与町消費生活相談窓口　☎883-1111　長崎県消費生活センター☎824-0999

無料で
点検しますよ!
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